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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エンジンから排出された排気を排気浄化触媒により浄化する排気浄化装置において、
　前記排気浄化触媒の触媒温度についての条件、及び同排気浄化触媒を通過する空気によ
る熱持去り量についての条件を少なくとも含む再生条件が全て満たされると、前記排気浄
化触媒に堆積した微粒子物質を燃焼除去することにより同排気浄化触媒を再生させるため
の再生制御を行う触媒再生制御手段を備え、
　前記再生条件は、前記空気による熱持去り量又はその相当値が所定値よりも多いことを
、前記熱持去り量についての条件とするものであることを特徴とする排気浄化装置。
【請求項２】
前記触媒再生制御手段は前記エンジンの再始動時に前記再生条件が全て満たされると前記
再生制御を行うものである請求項１に記載の排気浄化装置。
【請求項３】
前記熱持去り量の相当値は前記エンジンが始動された後に吸入された空気の総量である請
求項１又は２に記載の排気浄化装置。
【請求項４】
前記排気浄化触媒は所定の温度領域で排気浄化機能を発揮するものであり、
　前記所定値は、前記触媒再生制御手段による前記再生制御が行われても、触媒温度を前
記温度領域の上限値を越えない温度まで下げ得る値に設定されている請求項１～３のいず
れか１つに記載の排気浄化装置。
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【請求項５】
前記触媒再生制御手段は、前記再生条件が全て満たされると、前記エンジンの排気通路に
設けた排気燃料添加弁から前記排気浄化触媒の上流に燃料を添加するものである請求項１
～４のいずれか１つに記載の排気浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンから排出された排気を排気浄化触媒により浄化する排気浄化装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ディーゼルエンジンの排気浄化装置として、排気通路に配置した排気浄化触媒によって
、排気中に含まれる微粒子物質（ＰＭ）を捕集するものが知られている。また、この排気
浄化装置の一形態として、例えば特許文献１には、排気浄化触媒に所定量以上の微粒子物
質が堆積すると、その微粒子物質を燃焼除去して排気浄化触媒を再生する制御を行う技術
が記載されている。この技術は、エンジン駆動用の燃料噴射弁とは別に排気通路に排気燃
料添加弁を設け、所定の再生条件が全て満たされると、排気燃料添加弁から排気通路の排
気浄化触媒よりも上流に燃料を添加するものである。この技術によると、添加燃料が排気
浄化触媒で燃焼して熱を発生し、この熱によって排気浄化触媒の温度（触媒温度）が微粒
子除去可能温度（６００℃程度）まで上昇して微粒子物質が燃焼される。
【０００３】
　また、上記特許文献１では、触媒温度が微粒子除去可能温度よりも高い微粒子着火温度
を越えると、排気燃料添加弁からの燃料添加を中止するようにしている。これは、微粒子
物質が火炎を発して一気に着火燃焼し、そのことによって触媒温度が急激に上昇（過昇温
）して、排気浄化触媒が排気浄化機能を発揮する温度領域の上限値（高温限界温度）より
も高くなるのを抑制するためである。
【特許文献１】特開２００２－１０６３２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ディーゼルエンジンでは空気過剰のもとで燃焼が行われ、従って排気は多量
の過剰空気を含んでいる。そして、この排気中の空気は排気浄化触媒を通過する過程でそ
の排気浄化触媒の熱を持去り、触媒温度の上昇を抑制する機能を発揮する。この空気によ
る熱の持去り量はディーゼルエンジンへの吸入空気量に応じて異なる。高負荷・高回転時
等、吸入空気量が多い場合には空気による熱の持去り量が多いのに対し、アイドル時等吸
入空気量の少ない場合には空気による熱の持去り量が少ない。このため、高負荷・高回転
時等もともと触媒温度が高い場合であっても、空気による熱の持去り量が多いことから、
燃料が添加されても触媒温度が前記高温限界温度よりも高くなるのを抑制することができ
る。しかし、触媒温度の高い状態でディーゼルエンジンが始動（再始動）された直後等に
は、空気による熱の持去り量が少ないことから、燃料添加により触媒温度が前記高温限界
温度よりも高くなるおそれがある。この不具合は、上記特許文献１のように触媒温度が微
粒子着火温度を越えた場合に燃料添加を中止したとしても、触媒温度のみによって燃料添
加を行うかどうかを決定している以上、前記と同様にして起り得る。
【０００５】
　本発明はこのような実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、排気浄化触媒に
堆積した排気中の微粒子物質を燃焼除去しつつ、その燃焼除去に起因する過昇温により排
気浄化触媒の排気浄化機能が損なわれるのを確実に抑制することのできる排気浄化装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　以下、上記目的を達成するための手段及びその作用効果について記載する。
　請求項１に記載の発明では、エンジンから排出された排気を排気浄化触媒により浄化す
る排気浄化装置において、前記排気浄化触媒の触媒温度についての条件、及び同排気浄化
触媒を通過する空気による熱持去り量についての条件を少なくとも含む再生条件が全て満
たされると、前記排気浄化触媒に堆積した微粒子物質を燃焼除去することにより同排気浄
化触媒を再生させるための再生制御を行う触媒再生制御手段を備えている。
【０００７】
　上記の構成によれば、エンジンから排出される排気中の微粒子物質は排気浄化触媒に捕
集される。この微粒子物質が排気浄化触媒に堆積して再生条件が全て満たされると、触媒
再生制御手段による排気浄化触媒を再生するための再生制御が行われる。この再生制御に
より、排気浄化触媒に堆積した微粒子物質が燃焼除去される。
　また、空気による熱持去り量又はその相当値が所定値以下であり、排気浄化触媒の発熱
量が空気による熱持去り量を上回る場合には、空気の熱持去りによっては排気浄化触媒の
過昇温を抑制できない。この場合には、熱持去り量についての条件、ひいては再生条件が
満たされず再生制御が行われないため、空気の熱持去りにより排気浄化触媒の触媒温度が
低下してゆく。そして、触媒温度は、仮に再生制御が行われて上昇したとしても、排気浄
化触媒が排気浄化機能を発揮する温度領域の上限値を越えることのない温度まで低下する
。従って、例えばこの温度を考慮して上記所定値が設定されれば、熱持去り量又はその相
当値が所定値よりも多くなって熱持去り量についての条件、ひいては再生条件が満たされ
て再生制御が行われたとしても、空気による熱持去り量が排気浄化触媒の発熱量以上にな
る。その結果、排気温度の過昇温が抑制され、排気浄化触媒が排気浄化機能を発揮する温
度領域の上限値よりも高くなるのをより確実に抑制することが可能となる。
【０００８】
　ここで、排気中の空気は排気浄化触媒を通過する過程でその排気浄化触媒の熱を持去り
、触媒温度の上昇を抑制する機能を発揮する。触媒温度が高くても、空気による熱の持去
り量の多い状況下であれば上記再生制御により、触媒温度が、排気浄化触媒が排気浄化機
能を発揮する温度領域の上限値よりも高くなるのを抑制できる反面、空気による熱の持去
り量が少なければこうした抑制が困難である。
【０００９】
　この点、請求項１に記載の発明では、再生条件に、触媒温度についての条件に加え、排
気浄化触媒を通過する空気による熱持去り量についての条件が含まれている。このように
空気による熱持去り量を考慮することで、単に触媒温度のみに基づく場合に比べて、触媒
温度が、排気浄化触媒が排気浄化機能を発揮する温度領域の上限値よりも高くなるのを抑
制することが可能となる。従って、請求項１に記載の発明によれば、排気浄化触媒に堆積
した排気中の微粒子物質を燃焼除去しつつ、その燃焼除去に起因する過昇温により排気浄
化触媒の排気浄化機能が損なわれるのを確実に抑制することが可能となる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明では、請求項１に記載の発明において、前記触媒再生制御手段は
前記エンジンの再始動時に前記再生条件が全て満たされると前記再生制御を行うものであ
るとする。
【００１１】
　例えば、エンジン停止後、触媒温度が高いままエンジンが再び始動（再始動）されると
、排気浄化触媒を通過する吸入空気量が少なく空気による熱持去り量が少ない。こうした
状況下で再生制御が行われると、触媒温度が、排気浄化触媒が排気浄化機能を発揮する温
度領域の上限値よりも高くなる可能性がある。しかし、請求項２に記載の発明によるよう
に、エンジンの再始動時において再生条件が全て満たされることを条件に再生制御を行う
ことで、触媒温度が上記温度領域の上限値よりも高くなるのを抑制することができる。ま
た、触媒温度が、上記温度領域の上限値よりも高くなる可能性の高い再始動時に限り再生
制御を行うことで、不要な再生制御を抑制しつつ排気浄化触媒が排気浄化機能を発揮しな
くなる不具合を効率よく解消することができる。
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【００１４】
　請求項３に記載の発明では、請求項１又は２に記載の発明において、前記熱持去り量の
相当値は前記エンジンが始動された後に吸入された空気の総量であるとする。
　ここで、排気浄化触媒を通過する排気中の空気の総量と、空気による熱持去り量との間
には密接な関係が見られる。排気浄化触媒を通過する排気中の空気の総量は、エンジンに
吸入される空気の総量（総吸入空気量）と対応している。そして、空気が排気浄化触媒か
ら持去る熱量は総吸入空気量が少ない場合に少なく、総吸入空気量の増加に伴い多くなる
。
【００１５】
　この点、請求項３に記載の発明では、エンジン始動後にエンジンに取込まれる吸入空気
量の累積値（総吸入空気量）が熱持去り量の相当値として、再生制御を行うか否かの判断
に用いられる。従って、空気による熱持去り量が少なくても、この熱持去り量との間に上
記の関係を有する総吸入空気量を前記所定値との比較に用いて再生制御を行わないように
することで、触媒温度が、排気浄化触媒が排気浄化機能を発揮する温度領域の上限値より
も高くなるのを抑制することができる。
【００１６】
　請求項４に記載の発明では、請求項１～３のいずれか１つに記載の発明において、前記
排気浄化触媒は所定の温度領域で排気浄化機能を発揮するものであり、前記所定値は、前
記触媒再生制御手段による前記再生制御が行われても、触媒温度を前記温度領域の上限値
を越えない温度まで下げ得る値に設定されているとする。
【００１７】
　上記のように所定値が設定された請求項４に記載の発明によれば、空気による熱持去り
量又はその相当値が所定値以下のときには再生条件が満たされず再生制御が行われない。
従って、空気の熱持去りにより触媒温度が低下する。そして、空気による熱持去り量又は
その相当値が所定値よりも多くなると再生制御が行われるが、このときには前記再生制御
が行われない期間における十分な量の空気の熱持去りにより、触媒温度が、再生制御が行
われても温度領域の上限値を越えない温度まで低下している。このため、排気浄化触媒で
は再生制御により触媒温度が上昇するものの、その触媒温度は排気浄化触媒が排気浄化機
能を発揮する温度領域の上限値を越えにくい。
【００１８】
　請求項５に記載の発明では、請求項１～４のいずれか１つに記載の発明において、前記
触媒再生制御手段は、前記再生条件が全て満たされると、前記エンジンの排気通路に設け
た排気燃料添加弁から前記排気浄化触媒の上流に燃料を添加するものであるとする。
【００１９】
　上記の構成によれば、再生条件が全て満たされると、触媒再生制御手段の再生制御によ
り排気燃料添加弁から排気通路に燃料が添加される。この添加燃料が排気浄化触媒で燃焼
される際に発生した熱により触媒温度が上昇し、排気浄化触媒に堆積した微粒子物質が燃
焼及び除去される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を具体化した一実施形態について、図１～図３を参照して詳細に説明する
。
　図１は、本実施形態が適用されるディーゼルエンジン（以下、単にエンジンという）１
０及びその排気浄化装置１１の構成を示している。エンジン１０は、大きくは吸気通路１
２、燃焼室１３、及び排気通路１４を備えて構成されている。吸気通路１２の最上流部に
は、同吸気通路１２に吸入された空気を浄化するエアクリーナ１５が設けられている。エ
ンジン１０においては、エアクリーナ１５から吸気下流側に向けて順に、吸気通路１２内
の空気の流量を検出するエアフロメータ１６、ターボチャージャ１７のコンプレッサ１７
Ａ、インタークーラ１８、及び吸気絞り弁１９が配設されている。そして、吸気通路１２
は、吸気絞り弁１９の吸気下流側に設けられた吸気マニホールド２０において分岐されて
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おり、この分岐部分を通じて、エンジン１０の各気筒の燃焼室１３に接続されている。
【００２１】
　各気筒の燃焼室１３には、同燃焼室１３内での燃焼に供される燃料を噴射する燃料噴射
弁２１がそれぞれ設けられている。各燃料噴射弁２１には、燃料供給路２２を通じて燃料
タンク２３から燃料が供給される。燃料供給路２２には、燃料タンク２３から燃料を吸引
して加圧吐出する燃料ポンプ２４、及びその吐出された高圧燃料を蓄圧する高圧燃料配管
であるコモンレール２５が設けられている。そして、各気筒の燃料噴射弁２１はコモンレ
ール２５にそれぞれ接続されている。
【００２２】
　一方、排気通路１４には、各気筒から排出された排気を集合させるための排気マニホー
ルド２６、及びターボチャージャ１７のタービン１７Ｂが設けられている。
　さらに、エンジン１０には、排気の一部を吸気中に再循環させる排気再循環（以下、「
ＥＧＲ」という）装置が採用されている。ＥＧＲ装置は、吸気通路１２と排気通路１４と
を連通させるＥＧＲ通路２７を備えて構成されている。ＥＧＲ通路２７の上流側は、排気
通路１４の排気マニホールド２６とタービン１７Ｂとの間に接続されている。ＥＧＲ通路
２７の途中には、その上流側から順に、再循環される排気を浄化するＥＧＲクーラ触媒２
８、再循環される排気を冷却するＥＧＲクーラ２９、再循環される排気の流量を調整する
ＥＧＲ弁３０が配設されている。そしてＥＧＲ通路２７の下流側は、吸気通路１２の吸気
絞り弁１９と吸気マニホールド２０との間に接続されている。
【００２３】
　こうしたエンジン１０では、吸気通路１２に吸入された空気が、エアクリーナ１５で浄
化された後、ターボチャージャ１７のコンプレッサ１７Ａに導入される。コンプレッサ１
７Ａでは、導入された空気が圧縮され、インタークーラ１８に吐出される。圧縮によって
高温となった空気は、インタークーラ１８にて冷却された後、吸気絞り弁１９及び吸気マ
ニホールド２０を介して各気筒の燃焼室１３に分配供給される。こうした吸気通路１２内
の空気の流量は吸気絞り弁１９の開度制御を通じて調整される。またその空気の流量、す
なわち吸入空気量はエアフロメータ１６により検出される。
【００２４】
　空気の導入された燃焼室１３では、各気筒の圧縮行程において燃料噴射弁２１から燃料
が噴射される。そして、吸気通路１２を通じて導入された空気と燃料噴射弁２１から噴射
された燃料との混合気が燃焼室１３内で燃焼される。
【００２５】
　各気筒の燃焼室１３での燃焼により生じた排気は、排気マニホールド２６を通じてター
ボチャージャ１７のタービン１７Ｂに導入される。この導入された排気の流勢によってタ
ービン１７Ｂが駆動されると、吸気通路１２に設けられたコンプレッサ１７Ａが連動して
駆動され、上記空気の圧縮が行われる。
【００２６】
　一方、上記燃焼により生じた排気の一部はＥＧＲ通路２７に導入される。ＥＧＲ通路２
７に導入された排気は、ＥＧＲクーラ触媒２８で浄化され、ＥＧＲクーラ２９で冷却され
た後、吸気通路１２の吸気絞り弁１９の吸気下流側の空気中に再循環される。こうして再
循環される排気の流量は、ＥＧＲ弁３０の開度制御を通じて調整される。
【００２７】
　上記のようにしてエンジン１０が構成されている。次に、このエンジン１０から排出さ
れる排気を浄化するための排気浄化装置１１について説明する。排気浄化装置１１は、排
気燃料添加弁３１を備えるほか、排気浄化触媒として３つの触媒コンバータ（第１触媒コ
ンバータ３２、第２触媒コンバータ３３、及び第３触媒コンバータ３４）を備えて構成さ
れている。
【００２８】
　第１触媒コンバータ３２はタービン１７Ｂの排気下流側に配設されている。第１触媒コ
ンバータ３２には吸蔵還元型のＮＯｘ触媒が担持されており、排気中の窒素酸化物ＮＯｘ
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を吸蔵するとともに、還元剤となる未燃燃料成分の供給によりその吸蔵した窒素酸化物Ｎ
Ｏｘを還元して浄化する。第２触媒コンバータ３３は第１触媒コンバータ３２の排気下流
側に配設されている。第２触媒コンバータ３３は、排気中のガス成分の通過を許容し、同
排気中の微粒子物質ＰＭの通過を阻止する多孔質材によって形成されており、吸蔵還元型
のＮＯｘ触媒が担持されている。第３触媒コンバータ３４は第２触媒コンバータ３３の排
気下流側に配設されている。第３触媒コンバータ３４には、排気中の炭化水素ＨＣ及び一
酸化炭素ＣＯの酸化を通じて排気の浄化を行う酸化触媒が担持されている。
【００２９】
　排気燃料添加弁３１は排気マニホールド２６の排気集合部に配設されている。また、排
気燃料添加弁３１は、燃料通路３５を通じて前記燃料ポンプ２４に接続されており、同燃
料ポンプ２４から供された燃料を還元剤として排気中に噴射して添加する。この添加され
た燃料により排気を一時的に還元雰囲気として第１触媒コンバータ３２及び第２触媒コン
バータ３３に吸蔵されている窒素酸化物ＮＯｘを還元浄化する。さらに、第２触媒コンバ
ータ３３では微粒子物質ＰＭの浄化も同時に実行する。
【００３０】
　なお、排気通路１４において第１触媒コンバータ３２と第２触媒コンバータ３３との間
の空間には、同空間を通過する排気の温度、すなわち第２触媒コンバータ３３に流入する
前の排気の温度（以下、「入排気温」という）を検出する排気温センサ３６が配設されて
いる。また、排気通路１４において第２触媒コンバータ３３よりも下流の空間には、同空
間を通過する排気の温度、すなわち第２触媒コンバータ３３を通過した直後の排気の温度
（以下、「出排気温」という）を検出する排気温センサ３７が配設されている。また排気
通路１４には、第２触媒コンバータ３３の排気上流側と排気下流側の差圧を検出する差圧
センサ３８が配設されている。差圧センサ３８によって検出される差圧は、第２触媒コン
バータ３３の内部の目詰まりを検出するために用いられる。さらに、排気通路１４の第１
触媒コンバータ３２の排気上流側、及び第２触媒コンバータ３３と第３触媒コンバータ３
４との間には、排気中の酸素濃度を検出する酸素センサ３９，４０がそれぞれ配設されて
いる。
【００３１】
　以上説明したエンジン１０及び排気浄化装置１１の制御は電子制御装置４１によって行
われる。電子制御装置４１は、エンジン１０の制御に係る各種処理を実行するＣＰＵ、そ
の制御に必要なプログラムやデータが記憶されたＲＯＭ、ＣＰＵの処理結果等が記憶され
るＲＡＭ、電力供給が停止された後にも各種データを記憶保持するバックアップＲＡＭ、
外部との情報のやり取りを行うための入・出力ポート等を備えて構成されている。
【００３２】
　電子制御装置４１の入力ポートには、上述した各センサに加え、エンジン回転速度を検
出するＮＥセンサ４２やアクセル操作量を検出するアクセルセンサ４３、上記コモンレー
ル２５の内圧を検出するコモンレールセンサ４４、吸気絞り弁１９の開度を検出する絞り
弁センサ４５等が接続されている。また電子制御装置４１の出力ポートには、上記吸気絞
り弁１９や燃料噴射弁２１、燃料ポンプ２４、排気燃料添加弁３１、ＥＧＲ弁３０等が接
続されている。そして電子制御装置４１は、上記各センサの検出結果に基づき、それら出
力ポートに接続された機器類を制御することで、排気の浄化に係る制御を含めたエンジン
１０の各種運転制御を実施する。
【００３３】
　電子制御装置４１は、排気の浄化に係る制御の１つとして排気浄化触媒に対する制御を
実行する。この制御には、触媒再生制御モード、硫黄被毒（以下、「Ｓ被毒」という）回
復制御モード、ＮＯｘ還元制御モード、及び通常制御モードという４つの触媒制御モード
が設定されており、電子制御装置４１は触媒コンバータ３２～３４の状態に応じた触媒制
御モードを選択して実行する。
【００３４】
　触媒再生制御モードとは、特に第２触媒コンバータ３３内に堆積している微粒子物質Ｐ
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Ｍを燃焼させて二酸化炭素ＣＯ2 と水Ｈ2 Ｏにして排出するモードであり、排気燃料添加
弁３１からの燃料添加を継続的に繰り返して触媒温度（触媒床温）を高温化（６００～７
００℃）するモードである。触媒再生制御モードは、少なくとも次の２つの条件（ｉ），
（ii）が満たされた場合に選択されて実行される。
【００３５】
　条件（ｉ）　触媒再生要求フラグＦが「ＯＮ」であること。触媒再生要求フラグＦは初
期状態では「ＯＦＦ」に設定されており、第２触媒コンバータ３３に対する微粒子物質Ｐ
Ｍの堆積量が所定値α以上になると「ＯＮ」に切替えられる。そして、触媒再生要求フラ
グＦは触媒再生制御により微粒子物質ＰＭの堆積量が「０」になった場合に「ＯＦＦ」に
戻される。なお、触媒再生要求フラグＦの状態（「ＯＦＦ」又は「ＯＮ」）はバックアッ
プＲＡＭに記憶される。従って、微粒子物質ＰＭの堆積量が一旦所定値α以上になって触
媒再生要求フラグＦが「ＯＦＦ」から「ＯＮ」に切替えられると、その状態は微粒子物質
ＰＭの堆積量が「０」にならない限りエンジン１０が停止されても保持される。
【００３６】
　条件（ii）　第２触媒コンバータ３３がある程度の量の熱を帯びて、以下の触媒再生温
度条件が満たされていること。これは触媒温度を上げるために必要な条件である。具体的
には、触媒温度が一定値（２００℃）以上であり、かつ入排気温が基準値（６５０℃）未
満であり、かつ出排気温が所定の温度範囲内にあること。
【００３７】
　ところで、第２触媒コンバータ３３には排気浄化機能を発揮する温度領域が存在し、そ
の温度領域の上限値（約８００℃　以下、「高温限界温度」という）よりも高い温度雰囲
気では、第２触媒コンバータ３３によって目的とする排気浄化を行うことができなくなる
。そこで、第２触媒コンバータ３３の触媒温度が高温限界温度よりも高くならないように
触媒再生制御を行うことが要求される。
【００３８】
　一方で、エンジン１０では、排気中に含まれている空気が第２触媒コンバータ３３を通
過する過程でその第２触媒コンバータ３３の熱を持去り、触媒温度の上昇を抑制する機能
を発揮する。従って、この空気が熱を持去る機能を適切に利用することで、第２触媒コン
バータ３３の発熱量と空気による熱持去り量とを調和させて上記の要求（触媒温度が高温
限界温度よりも高くならないようにすること）を満たすことが可能である。
【００３９】
　しかし、空気による熱の持去り量はエンジン１０への吸入空気量に応じて異なる。高負
荷・高回転時等、吸入空気量が多い場合には空気による熱持去り量が多いのに対し、アイ
ドル時等、吸入空気量の少ない場合には空気による熱の持去り量が少ない。
【００４０】
　ここで、図２（ａ）は排気通路１４における第１触媒コンバータ３２及び第２触媒コン
バータ３３の位置関係を示している。また、図２（ｂ）は、排気燃料添加弁３１から燃料
が添加された場合の排気通路１４における各部の温度を示している。同図２（ｂ）中の破
線は高回転・高負荷時等、吸入空気量の多い場合を示し、実線はアイドル時等、吸入空気
量の少ない場合を示している。さらに、図２（ｃ）は燃料が添加されない場合の排気通路
１４の各部の温度を示している。同図２（ｃ）中の実線はエンジン１０が停止された場合
を示している。
【００４１】
　これらの図２（ａ）～図２（ｃ）を用いて、空気による熱持去り量と排気通路各部の温
度との関係を説明すると、高負荷・高回転時等、もともと触媒温度が高い場合には、空気
による熱の持去り量が多い。このことから、図２（ｂ）において破線で示すように、燃料
が添加されても第２触媒コンバータ３３の触媒温度が高温限界温度よりも高くなるのを抑
制することが可能である。
【００４２】
　反面、エンジン１０の停止直後に再始動された場合のアイドル状態等、前述した高負荷
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・高回転時等ほどではないものの触媒再生制御が行われる前から触媒温度が高く、かつ熱
持去り量が少ない状況下では、空気による触媒温度の上昇抑制効果が少ない。加えて、こ
うした状況では、触媒再生要求フラグＦが「ＯＮ」に保持されていることから上記条件（
ｉ）が満たされ、しかも、触媒温度が高いことから条件（ii）も満たされる。そして、条
件（ｉ），（ii）が両方ともに満たされることから燃料添加が行われると、添加燃料の燃
焼、及び堆積した微粒子物質ＰＭの燃焼により、図２（ｂ）において実線で示すように第
２触媒コンバータ３３の触媒温度が高温限界温度よりも高くなるおそれがある。
【００４３】
　そこで、本実施形態では、上記条件（ｉ），（ii）に、第２触媒コンバータ３３を通過
する空気による熱持去り量についての条件（iii ）を加え、これらの条件（ｉ）～（iii 
）が全て満たされた場合に再生条件が満たされたとして上記触媒再生制御を行うようにし
ている。
【００４４】
　条件（iii ）　エンジン１０の始動後に第２触媒コンバータ３３を通過する排気中の空
気の総量が所定値Ａよりも多いこと。
　ここで、第２触媒コンバータ３３を通過する排気中の空気の総量と、空気による熱持去
り量との間には密接な関係が見られる。第２触媒コンバータ３３を通過する排気中の空気
の総量は、エンジン１０に吸入される空気の総量、すなわち吸気通路１２内を通過する空
気の総量（総吸入空気量）と対応している。そして、空気によって第２触媒コンバータ３
３から持去られる熱量は総吸入空気量が少ない場合には少なく、総吸入空気量の増加に伴
い多くなる。このことから、エンジン１０の始動後の総吸入空気量が空気による熱持去り
量の相当値として用いられている。また、上記条件（iii ）中の所定値Ａとしては、第２
触媒コンバータ３３の触媒温度を、排気燃料添加弁３１による燃料添加が行われても高温
限界温度を越えない温度まで下げ得る値が用いられる。
【００４５】
　なお、Ｓ被毒回復制御モードとは、第１触媒コンバータ３２及び第２触媒コンバータ３
３内のＮＯｘ吸蔵還元触媒が硫黄被毒して窒素酸化物ＮＯｘの吸蔵能力が低下した場合に
硫黄を放出させるモードであり、排気燃料添加弁３１からの燃料添加を継続的に繰り返し
て触媒床温を高温化（例えば６００～７００℃）するモードである。ＮＯｘ還元制御モー
ドとは、第１触媒コンバータ３２及び第２触媒コンバータ３３内のＮＯｘ吸蔵還元触媒に
吸蔵された窒素酸化物ＮＯｘを、窒素Ｎ2 、二酸化炭素ＣＯ2 及び水Ｈ2 Ｏに還元して放
出するモードである。このモードでは、排気燃料添加弁３１からの比較的時間をおいた間
欠的な燃料添加により、触媒温度が比較的低温（例えば２５０～５００℃）となる。これ
らの触媒再生制御モード、Ｓ被毒回復制御モード及びＮＯｘ還元制御モード以外のモード
が通常制御モードとなり、この通常制御モードでは排気燃料添加弁３１からの還元剤添加
はなされない。
【００４６】
　図３は、上述した再生条件に基づき電子制御装置４１によって行われる触媒再生制御ル
ーチンを示している。この触媒再生制御ルーチンは、エンジン１０の始動のためにスター
タスイッチ（図示略）がオン操作されることを条件に開始され、その後は所定のタイミン
グ、例えば一定時間毎に繰り返し実行される。
【００４７】
　電子制御装置４１はまずステップ１００において、排気温センサ３６，３７による入・
出排気温、及びエアフロメータ１６による吸入空気量をそれぞれ読込む。次に、ステップ
１１０において、前記ステップ１００での吸入空気量に基づき、エンジン１０の始動後に
吸入された空気の総量（総吸入空気量）を算出する。例えば、前回の制御周期で求めてＲ
ＡＭに記憶した総吸入空気量（前回の制御周期までの総吸入空気量）を読込み、これに前
記ステップ１００での吸入空気量を加算する。この加算結果を今回の制御周期までの総吸
入空気量としてＲＡＭに記憶する。
【００４８】
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　次に、ステップ１２０において、前記ステップ１００での入排気温及び出排気温に基づ
き、総吸入空気量との比較判定に用いられる所定値Ａをマップを参照して算出する。所定
値Ａは、前述したように触媒温度を、添加燃料の燃焼により触媒温度が上昇しても高温限
界温度を越えない温度まで下げることのできる空気量である。所定値Ａの算出に用いられ
るマップには、排気温と、その排気温が高くなるに従い大きくなる所定値Ａとの関係が規
定されている。
【００４９】
　次に、ステップ１３０において、再生条件中の条件（iii ）が満たされているかどうか
、すなわち前記ステップ１１０での総吸入空気量が前記ステップ１２０での所定値Ａより
も多いかどうかを判定する。この判定条件が満たされていないと触媒再生制御ルーチンを
一旦終了する。従って、エンジン１０の始動後、総吸入空気量が、排気温に応じた所定値
Ａを越えるまで排気燃料添加弁３１からの燃料添加が行われない。エンジン１０の始動後
、ステップ１３０の判定条件が満たされるまでの期間には添加燃料の燃焼に伴い発生する
熱がなく、しかも少ないながらも排気中の空気が第２触媒コンバータ３３を通過すること
でその第２触媒コンバータ３３の熱が持去られる。このため、図２（ｃ）において矢印で
示すように、第２触媒コンバータ３３の触媒温度は総吸入空気量の増加に応じて低下する
。そして、ステップ１３０の判定条件が満たされる直前には、図２（ｃ）において二点鎖
線で示すように、排気燃料添加弁３１から燃料が添加されて燃焼されたとしても触媒温度
が高温限界温度を越えることのない温度まで排気温が低下している。
【００５０】
　前記ステップ１３０の判定条件が満たされていると、ステップ１４０において、再生条
件中の条件（ｉ）が満たされているかどうか、すなわち微粒子物質ＰＭの堆積量が所定値
α以上であって触媒再生要求フラグＦが「ＯＮ」されているかどうかを判定する。ステッ
プ１４０の判定条件が満たされていないと触媒再生制御ルーチンを一旦終了し、満たされ
ているとステップ１５０へ移行する。ステップ１５０では、再生条件中の条件（ii）が満
たされているかどうか、すなわち触媒再生温度条件が満たされているかどうかを判定する
。そして、ステップ１５０の判定条件が満たされていないと触媒再生制御ルーチンを一旦
終了し、満たされていると、すなわち３つの条件（ｉ）～（iii ）の全成立により再生条
件が満たされていると、ステップ１６０において排気燃料添加弁３１からの燃料添加を継
続的に繰り返す。この添加燃料の燃焼により触媒温度が上昇し、第２触媒コンバータ３３
に堆積した微粒子物質ＰＭが燃焼除去される。この際、前述したように燃料添加以前の空
気による熱持去りによって触媒温度が下げられている。このため、第２触媒コンバータ３
３では触媒温度が上昇するが高温限界温度を越えにくい。ステップ１６０の処理を経た後
、触媒再生制御ルーチンを一旦終了する。
【００５１】
　なお、電子制御装置４１による前述した触媒再生制御ルーチンにおける各処理が触媒再
生制御手段に相当する。
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の効果が得られる。
【００５２】
　（１）触媒温度についての条件（触媒再生温度条件（ii））を含む再生条件に、第２触
媒コンバータ３３を通過する空気による熱持去り量についての条件（iii ）を加えている
。このように空気による熱持去り量を考慮した再生条件に基づいて触媒再生制御を行うか
否かを判断することで、単に触媒温度のみに基づく場合に比べて触媒温度が高温限界温度
よりも高くなるのを抑制することが可能となる。その結果、触媒再生制御により第２触媒
コンバータ３３に堆積した排気中の微粒子物質ＰＭを燃焼除去しつつ、その燃焼除去に起
因する過昇温により第２触媒コンバータ３３の排気浄化機能が損なわれるのを確実に抑制
することが可能となる。
【００５３】
　（２）空気による熱持去り量又はその相当値が所定値Ａよりも多いことを熱持去り量に
ついての条件（iii ）とすることで、同条件（iii ）が満たされるまで触媒再生制御を禁
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止して、第２触媒コンバータ３３の触媒温度を下げるようにしている。このため、所定値
Ａを適切に設定することにより、前記条件（iii ）を含む全ての条件（ｉ）～（iii ）の
成立により再生条件が満たされ、燃料添加により触媒温度が上昇したとしても、その触媒
温度が高温限界温度よりも高くなるのを確実に抑制することできる。
【００５４】
　（３）エンジン１０の始動後にそのエンジン１０に取込まれる吸入空気量の累積値（総
吸入空気量）を熱持去り量の相当値として、触媒再生制御を行うか否かの判断に用いてい
る。このため、エンジン１０の再始動直後には第２触媒コンバータ３３を通過する吸入空
気量が少なく空気による熱持去り量が少ないが、前記総吸入空気量と所定値Ａとの比較結
果に基づいて触媒再生制御を禁止することで、触媒温度が第２触媒コンバータ３３の高温
限界温度よりも高くなるのを抑制することができる。
【００５５】
　（４）所定値Ａとして、第２触媒コンバータ３３の触媒温度を、排気燃料添加弁３１に
よる燃料添加が行われても高温限界温度まで下げ得る値（吸入空気量）を用いている。
　このため、総吸入空気量が所定値Ａ以下のときには触媒再生制御を禁止して排気燃料添
加弁３１からの燃料添加を停止することで、空気の熱持去りにより、触媒温度を触媒再生
制御が行われても高温限界温度を越えない温度まで低下させることができる。従って、総
吸入空気量が所定値Ａよりも多くなると触媒再生制御により排気燃料添加弁３１から燃料
が添加されて第２触媒コンバータ３３の触媒温度が上昇するが、その触媒温度が高温限界
温度よりも高くなるのを抑制することができる。
【００５６】
　なお、本発明は次に示す別の実施形態に具体化することができる。
　・触媒再生制御が行われることで触媒温度が高温限界温度よりも高くなるのは、触媒温
度が高く、かつ第２触媒コンバータ３３を通過する空気の量が少なく熱持去り量が少ない
ときである。こうした状況は主としてエンジン１０の再始動時に起こり得る。そこで、触
媒再生制御をエンジン１０の再始動時において再生条件が全て満たされた場合に限って行
うようにしてもよい。
【００５７】
　この場合、例えば図４に示すように、触媒再生制御ルーチン（図３）において、ステッ
プ１００の処理に先立ちステップ５０においてエンジン１０の再始動時であるかどうかを
判定する。例えば、（ａ）エンジン１０が始動されたときのエンジン１０の温度又はその
相当値（冷却水温、油温等）が所定値以上であること、（ｂ）前回エンジン１０が停止さ
れてから今回のエンジンが始動されるまでの経過時間が所定値未満であること、等の条件
が満たされている場合に再始動時とすることができる。そして、ステップ５０の判定条件
が満たされている場合（再始動時である場合）にはステップ１００以降の処理を行い、満
たされていない場合（非再始動時）には触媒再生制御ルーチンを終了（リターン）する。
なお、ステップ５０の処理を、ステップ１００と１１０との間、ステップ１１０と１２０
との間に行ってもよい。このように、触媒温度が高温限界温度よりも高くなる可能性の高
い場合（再始動時）に限り触媒再生制御を行うことで、不要な触媒再生制御を抑制しつつ
排気浄化触媒が排気浄化機能を発揮しなくなる不具合を効率よく解消することができる。
【００５８】
　・総吸入空気量以外のパラメータを熱持去り量又はその相当値として用い、これを触媒
再生制御を行うかどうかを決定する際の判定条件に反映してもよい。
　・判定用所定値Ａをマップに代えて、所定の演算式に基づいて算出するようにしてもよ
い。
【００５９】
　・本発明は、排気浄化触媒の触媒温度についての条件を少なくとも含む再生条件が全て
満たされると、排気浄化触媒に堆積した微粒子物質を燃焼除去するようにした排気浄化装
置であれば広く適用可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００６０】
【図１】本発明の排気浄化装置の一実施形態についてその構成を示す略図。
【図２】（ａ）は排気通路における第１及び第２触媒コンバータの位置関係を示す概略図
であり、（ｂ），（ｃ）は排気通路の温度特性を示す特性図。
【図３】電子制御装置によって行われる触媒再生制御ルーチンを示すフローチャート。
【図４】触媒再生制御ルーチンの別の実施形態を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００６１】
　１０…エンジン、１１…排気浄化装置、１４…排気通路、３１…排気燃料添加弁、３３
…第２触媒コンバータ（排気浄化触媒）、４１…電子制御装置（触媒再生制御手段）、Ａ
…所定値、ＰＭ…微粒子物質。

【図１】 【図２】



(12) JP 4357241 B2 2009.11.4

【図３】

【図４】
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